
 
議
第
百
三
十
号

 

 

　
　
　

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

 

 

　

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

　
　

令
和
七
年
十
二
月
二
日
提
出

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

岐
阜
県
知
事　
　

江　

崎　

禎　

英　
　

 

 

　
　
　

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 

第
一
条　

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

 

　

に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
十
六
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

十
六　

削
除

　

別
表
第
一
二
十
一
の
項
中
「
及
び
法
の
施
行
の
た
め
の
規
則
」
を
削
り
、
同
項
第
九
号
及
び
第
十
号
を
削

り
、
同
項
中
「
事
務
の
内
容
の
欄
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
及
び
「
、
同
欄
第

九
号
及
び
第
十
号
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
県
内
の
全
て
の
市
町
村
（
岐
阜
市
、
大
垣
市
、
高
山
市
、
多
治

見
市
、
各
務
原
市
及
び
可
児
市
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
表
三
十
八
の
項
中
「
及
び
法
の
施
行
の
た
め
の
規

則
」
を
削
り
、
同
項
第
二
十
九
号
及
び
第
三
十
号
を
削
り
、
同
項
中
「
、
第
二
十
八
号
及
び
第
二
十
九
号
」
を

「
及
び
第
二
十
八
号
」
に
、
「
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
」
を
「
及
び
第
二
十
二
号
」
に
、
「
同
欄
第
三
十
号
」

を
「
同
欄
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
七
号
ま
で
」
に
改
め
、
「
県
内
の
全
て
の
市
町
村
（
岐
阜
市
、
」
を
削

り
、
「
及
び
可
児
市
を
除
く
。
）
」
を
「
、
可
児
市
、
養
老
町
、
揖
斐
川
町
、
大
野
町
及
び
池
田
町
」
に
改

め
、
同
表
五
十
七
の
項
か
ら
六
十
三
の
項
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
 

 
 

五
十
七
か
ら
六
十
二
ま
で　

削
除 

 
 

六
十
三　

岐
阜
県
建
築
基
準
条
例

１　

条
例
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
定

岐
阜
市
、
大
垣
市
及
び
各

 
 

 
 
 

（
平
成
八
年
岐
阜
県
条
例
第
十

 
 

に
よ
り
周
囲
に
広
い
空
地
が
あ

務
原
市

 
 

 
 

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

 
 

り
、
そ
の
他
こ
れ
と
同
様
の
状
況

 
 

 
 

「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ

 
 

に
あ
る
建
築
物
で
、
交
通
上
、
安
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く
事
務

 
 

全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障

 
 
 

が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。

 

２　

条
例
第
八
条
た
だ
し
書
の
規
定 

 
 

に
よ
り
周
囲
に
広
い
空
地
が
あ 

 
 

り
、
そ
の
他
こ
れ
と
同
様
の
状
況 

 
 

に
あ
る
建
築
物
で
、
交
通
上
、
安 

 
 

全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障

 
 
 

が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。

 

３　

条
例
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書 

 
 

の
規
定
に
よ
り
周
囲
に
広
い
空
地 

 
 

が
あ
り
、
そ
の
他
こ
れ
と
同
様
の 

 
 

状
況
に
あ
る
建
築
物
で
、
交
通 

 
 

上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生 

 
 

上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。 

４　

条
例
第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し 

 
 

書
の
規
定
に
よ
り
周
囲
に
広
い
空 

 
 

地
が
あ
り
、
そ
の
他
こ
れ
と
同
様 

 
 

の
状
況
に
あ
る
建
築
物
で
、
交
通 

 
 

上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生 

 
 

上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。 

５　

条
例
第
十
七
条
た
だ
し
書
の
規 

 
 

定
に
よ
り
周
囲
に
広
い
空
地
が
あ 

 
 

り
、
そ
の
他
こ
れ
と
同
様
の
状
況 

 
 

に
あ
る
建
築
物
で
、
交
通
上
、
安 

 
 

全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障

 
 
 

が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。

 

６　

条
例
第
十
八
条
第
一
項
た
だ
し 

 
 

書
の
規
定
に
よ
り
周
囲
に
広
い
空 

 
 

地
が
あ
り
、
そ
の
他
こ
れ
と
同
様 

 
 

の
状
況
に
あ
る
建
築
物
で
、
交
通 

 
 

上
、
安
全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生 

 
 

上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。 

７　

条
例
第
十
九
条
第
一
項
た
だ
し 

 
 

書
及
び
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
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に
よ
り
自
動
車
車
庫
の
用
途
に
供 

 
 

す
る
建
築
物
で
、
交
通
上
及
び
安 

 
 

全
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
こ

 
 
 

と
。

 

８　

条
例
第
二
十
一
条
た
だ
し
書
の 

 
 

規
定
に
よ
り
木
造
の
共
同
住
宅
で 

 
 

そ
の
規
模
又
は
周
囲
の
状
況
に
よ 

 
 

り
、
交
通
上
、
安
全
上
、
防
火
上 

 
 

及
び
衛
生
上
支
障
が
な
い
と
認
め

 
 
 

る
こ
と
。

 

９　

条
例
第
二
十
二
条
た
だ
し
書
の 

 
 

規
定
に
よ
り
木
造
の
長
屋
で
そ
の 

 
 

周
囲
の
状
況
に
よ
り
交
通
上
、
安 

 
 

全
上
、
防
火
上
及
び
衛
生
上
支
障

 
 
 

が
な
い
と
認
め
る
こ
と
。

 

　

条
例
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ

10
　

り
条
例
第
二
十
四
条
か
ら
第
二
十

　

七
条
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
な
い

　

特
殊
建
築
物
で
あ
る
こ
と
を
認
め

　

る
こ
と
。

　
　

別
表
第
一
六
十
四
の
項
中
「
及
び
条
例
の
施
行
の
た
め
の
規
則
」
を
削
り
、
同
項
第
十
一
号
を
削
り
、
同
項

中
「
事
務
の
内
容
の
欄
第
一
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
」
及
び
「
、
同
欄
第
十
一
号
に

掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
県
内
の
す
べ
て
の
市
町
村
（
岐
阜
市
、
大
垣
市
及
び
各
務
原
市
を
除
く
。
）
」
を
削

 

る
。

 

第
二
条　

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

　
　

別
表
第
一
三
十
八
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

　

都
市
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
建
設
省
令
第
四
十
九
号
）
第
六
十
条
の
規
定
に
よ
り
法
第
五

29

 

十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
交
付
す
る
こ
と
。

 

　
　

別
表
第
一
三
十
八
の
項
中
「
及
び
第
二
十
二
号
」
を
「
、
第
二
十
二
号
及
び
第
二
十
九
号
」
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

 

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
条
例
中
第
一
条
の
規
定
は
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
、
第
二
条
並
び
に
次
項
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定

 

は
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
経
過
措
置
）

２　

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い

う
。
）
の
規
定
に
よ
り
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
関
し
、
同
条
の
規
定
の
施
行
の
際
現
に
そ
の
効
力

を
有
す
る
知
事
が
し
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
同
条
の
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
以
後
の
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
条
例
の
規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
町
の

 

長
が
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
行
為
を
し
た
も
の
と
み
な
す
。

３　

新
条
例
の
規
定
に
よ
り
町
が
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
事
務
に
関
し
、
施
行
日
前
に
知
事
に
対
し
て
な
さ
れ
た

申
請
そ
の
他
の
行
為
に
係
る
施
行
日
以
後
の
法
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
行
為
が
、
新
条
例
の

 

規
定
に
よ
り
当
該
事
務
を
処
理
す
る
こ
と
と
な
る
町
の
長
に
対
し
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

  

 

　
　
　

提　

案　

説　

明

 　

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
事
務
処
理
の
特
例
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
等
の
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う

 

と
す
る
。

      


